
規制内容

○規制区間は原則として昼夜一方通行となります。（但し、やむを得ず全面通行止めの期間を設ける場

　合があります。別途、工事予告看板等で事前にお知らせします。）

○営業車両等の荷卸しについては、随時路肩を確保し、一時駐車区域を設けます。

○工事区域沿道居住者及び来客者用の臨時駐車場を別途設けております。

○規制期間：工事着手から令和２年２月中旬まで

施工者
　１工区 内田建設(株) 72－0348
　２工区 (株)花立工務店 74－1654
　３工区 (株)津曲建設 72－2121

臨時駐車場を示す

（問い合わせ先）
　串間市役所　東九州道・中心市街地対策課
　電話72-1111（内線438）施設整備係

市道改良工事に伴う交通規制のお知らせ

　中心市街地まちづくり事業の一環として、市道泉町牟田ヶ迫線、市役所通り線の路面高質形成工事を
実施します。工事期間中につきましては、下記のとおり交通規制（一方通行等）を行います。
　付近住民の皆様をはじめ、日頃から生活道路としてご利用されている市民の皆様には大変ご迷惑をお
かけしますがご理解とご協力をお願いします。
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